
 

 

 
豊 中 市 千 里 中 央 地 区 再 整 備 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 都 市 機 能 の 整 備 を 緊 急 か つ 重 点 的 に  

進 め る 都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域 に 立 地 す る 千 里 中 央 駅 周

辺 に お い て 再 整 備 事 業 を 進 め る 上 で 影 響 し て い る 建 設

費 の 高 騰 を 支 援 す る た め に 市 が 予 算 の 範 囲 内 で こ れ に

要 す る 費 用 の 一 部 を 補 助 す る こ と に 関 し 、 豊 中 市 補 助

金 等 交 付 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め

る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義

は ， 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴   補 助 対 象 者  対 象 事 業 を 整 備 す る 民 間 事 業 者 な ら び

に 土 地 及 び 建 設 さ れ る 建 築 物 の 所 有 権 等 を 有 す る も の

を い う 。  

 

（ 対 象 地 域 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に 基 づ く 対 象 区 域 は 、 都 市 再 生 特 別 措 置 法

（ 平 成 1 4年 6月 1日 施 行 ） に 基 づ く 千 里 中 央 駅 周 辺 地 域

都 市 再 生 緊 急 整 備 地 域 と す る 。  

 

（ 対 象 事 業 ）  

第 ４ 条  こ の 要 綱 に よ る 補 助 金 の 対 象 事 業 は 、 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る 施 設 を 、 令 和 1 5年 （ 2 0 3 3年 ） 3月 3 1日

ま で に 新 築 、 完 了 す る 事 業 と す る 。 た だ し 、 当 該 施 設

に お い て 、 千 里 中 央 駅 周 辺 地 域 都 市 再 生 安 全 確 保 計 画

に 定 め る 「 退 避 施 設 」 を 1 , 0 0 0㎡ 以 上 設 け る も の に 限 る 。  

( 1 )「 商 業 」 機 能 の 施 設 （ 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十

五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 2条 1項 4号 の 規 定 に よ る 延 床

面 積 が 2 0 , 0 0 0㎡ 以 上 の も の に 限 る 。 ）  

( 2 )「 業 務 」 機 能 の 施 設 （ 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十

五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 2条 1項 4号 の 規 定 に よ る 延



 

 

床 面 積 が 3 , 0 0 0㎡ 以 上 の も の に 限 る 。 ）  

( 3 )「 宿 泊 」 機 能 の 施 設 （ 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十

五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 2条 1項 4号 の 規 定 に よ る 延

床 面 積 が 7 , 0 0 0㎡ 以 上 の も の に 限 る 。 ）  

２  前 項 に 規 定 す る 対 象 事 業 を 整 備 す る 場 合 、 次 の 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る も の を 対 象 事 業 に 加 え る こ と が

で き る 。  

( 1 )子 育 て 支 援 機 能  

こ ど も 園 や こ ど も の 居 場 所 づ く り 等 の 整 備 の う ち 市 長 が

認 め る 事 業  

( 2 )働 き 方 対 策 機 能  

   イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 施 設 や シ ェ ア オ フ ィ ス 等 の 整 備 の う

ち 市 長 が 認 め る 事 業  

( 3 )図 書 館 機 能  

   地 域 交 流 が 図 る ま ち ラ イ ブ ラ リ ー 等 の 整 備 の う ち 市 長 が

認 め る 事 業    

  ( 4 )医 療 機 能  

   健 康 づ く り に 資 す る 施 設 等 の 整 備 の う ち 市 長 が 認 め る

事 業  

  ( 5 )交 通 対 策 機 能  

   一 般 車 乗 降 場 、 地 区 の 回 遊 性 向 上 や 地 区 内 自 動 車 交 通 の

負 荷 低 減 に つ な が る 施 設 等 の 整 備 の う ち 市 長 が 認 め る

事 業  

 

（ 補 助 金 の 対 象 経 費 ）  

第 ５ 条  こ の 要 綱 で 定 め る 補 助 金 の 対 象 経 費 は 、 対 象 事 業

に 係 る 部 分 の 建 築 物 の 建 設 工 事 費 （ 他 の 国 庫 補 助 金 の 補

助 対 象 事 業 費 及 び 交 付 金 が 交 付 さ れ る 部 分 の 交 付 対 象 事

業 費 、 公 共 施 設 管 理 者 負 担 金 を 除 く 。 ） と す る 。  

２  対 象 経 費 の 額 に 千 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 切 り 捨

て る 。  

 

（ 補 助 金 の 金 額 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 額 は ， 第 4条 第 1項 に 規 定 す る 対 象 事 業 の

う ち 対 象 経 費 の 総 額 に 1 0 0分 の 6を 乗 じ た 金 額 又 は 2 5億 円



 

 

（ 補 助 対 象 事 業 に 第 4条 第 1項 第 3号 に 規 定 す る 施 設 の 新 築

事 業 を 含 む 場 合 に あ っ て は 3 0億 円 ） の い ず れ か 低 い 額 と

す る 。 た だ し 、 第 4条 第 2項 各 号 に 規 定 す る 対 象 事 業 を 加

え る 場 合 、 加 え る 対 象 事 業 の 前 条 第 2項 に 規 定 す る 対 象 経

費 の 総 額 に 1 0 0分 の 5 0を 乗 じ た 金 額 又 は 5億 円 の い ず れ か

低 い 額 を 補 助 金 の 額 に 追 加 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 補 助 金 の 支 払 う 時 期 や 支 払 回 数 等 に つ い て は 、

市 長 と 協 議 の う え 定 め る 。  

 

（ 事 前 協 議 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に よ る 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者

（ 以 下 、 「 申 込 者 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 付

し て 事 前 協 議 書 を 提 出 し 、 事 業 着 手 よ り 前 に 市 長 と 協 議

を し な く て は な ら な い 。  

( 1 )  事 業 計 画 書  

( 2 )  全 体 事 業 ス ケ ジ ュ ー ル  

( 3 )  交 付 申 込 額 の 算 出 方 法 等 の 分 か る 書 類  

( 4 )  市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 事 前 協 議 に よ り 必 要 事 項 を 指 示

し 、 内 容 を 変 更 さ せ る こ と が で き る 。  

３  市 長 は 、 第 1項 に 規 定 す る 事 前 協 議 に よ り 事 業 内 容 等 を

審 査 し 、 補 助 す る 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、 豊 中 市 千

里 中 央 地 区 再 整 備 事 業 補 助 金 事 前 協 議 終 了 通 知 書 に よ り

申 込 者 に 通 知 す る 。  

 

（ 交 付 申 込 み ）  

第 ８ 条  申 込 者 は ， 豊 中 市 千 里 中 央 地 区 再 整 備 事 業 補 助 金

交 付 申 込 書 に 関 係 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 申 込 書 を 受 理 し た と き は ， そ の 内 容 が

こ の 要 綱 及 び 関 係 す る 法 令 等 の 適 合 の 可 否 を 審 査 し 、 補

助 金 の 交 付 又 は 不 交 付 の 決 定 を し ， 豊 中 市 千 里 中 央 地 区

再 整 備 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 又 は 豊 中 市 千 里 中 央 地 区

再 整 備 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 に よ り 申 込 者 に 通 知 す

る 。  



 

 

３  市 長 は ， 補 助 金 の 交 付 を 決 定 す る 場 合 、 必 要 な 条 件 を

付 す こ と が で き る 。  

 

（ 交 付 申 込 み の 取 下 げ ）  

第 ９ 条  補 助 金 の 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け た 申 込 者 （ 以 下 、

「 交 付 対 象 者 」 と い う 。 ） は ， や む を え な い 理 由 に よ り

補 助 金 の 交 付 の 申 込 み を 取 り 下 げ る と き は 、 通 知 を 受 け

た 日 か ら 対 象 事 業 の 竣 工 ま で の 期 間 に 、 豊 中 市 千 里 中 央 地

区 再 整 備 事 業 補 助 金 交 付 申 込 取 下 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ

ばな らな い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 豊 中 市 千 里 中 央 地 区 再 整 備 事 業 補 助 金

交 付 申 込 取 下 書 の 提 出 あ っ た と き は ， 当 該 補 助 金 の 交 付

決 定 は な か っ た も の と み な す 。  

 

（ 対 象 事 業 の 着 手 ）  

第 １ ０ 条  交 付 対 象 者 は 、 対 象 事 業 の 事 業 着 手 よ り 前 に ，

豊 中 市 千 里 中 央 地 区 再 整 備 事 業 補 助 金 着 手 届 を 市 長 に 届

け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 対 象 事 業 の 内 容 の 変 更 等 ）  

第 １ １ 条  交 付 対 象 者 は ， 対 象 事 業 の 内 容 を 変 更 し よ う と

す る と き は ， 事 前 に 豊 中 市 千 里 中 央 地 区 再 整 備 事 業 補 助

金 内 容 変 更 申 込 書 に よ り 市 長 に 申 し 込 ま な け れ ば な ら な

い 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て ， 第 8条 第 2項 の 「 前 項 の 申 込 書 」

を 「 第 1 1条 第 1項 の 申 込 書 」 に 読 み 替 え 同 項 の 規 定 を 準 用

す る 。  

３  市長 は、 前２ 項の 規定 によ る変 更を 決定 した とき は、 千里 中

央 地 区 再 整 備 事 業 補 助 金 交 付 決 定 変 更 通 知 書 に よ り 交 付 対 象

者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

（ 対 象 事 業 の 中 止 ）  

第 １ ２ 条  交 付 対 象 者 は ， 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 後 に ，

対 象 事 業 を 中 止 し よ う と す る と き は ， 豊 中 市 千 里 中 央 地

区 再 整 備 事 業 補 助 金 中 止 届 に よ り 市 長 に 届 け 出 な け れ ば



 

 

な ら な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 豊 中 市 千 里 中 央 地 区 再 整 備 事 業 補 助 金

中 止 届 の 提 出 あ っ た と き は ， 当 該 補 助 金 の 交 付 決 定 は な

か っ た も の と み な す 。  

 

（ 対 象 事 業 の 完 了 ）  

第 １ ３ 条  交 付 対 象 者 が 対 象 事 業 を 完 了 し た と き は ， 豊 中

市 千 里 中 央 地 区 再 整 備 事 業 補 助 金 完 了 届 に よ り 市 長 に 届

け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 

(補 助 金 の 請 求 )  

第 １ ４ 条  交 付 対 象 者 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 日 ま で に 、 補

助 金 交 付 請 求 書 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 市 長 に 請 求 し な け れ

ば な ら な い 。  

 

（ 対 象 事 業 の 遂 行 状 況 の 報 告 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は 、 適 時 、 対 象 事 業 の 進 捗 状 況 等 に つ い て 、

交 付 対 象 者 に 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。  

 

（ 対 象 事 業 の 遂 行 命 令 等 ）  

第 １ ６ 条  市 長 は ， 交 付 対 象 者 が 本 要 綱 の 規 定 に 違 反 し て

い る と き 又 は そ の お そ れ が あ る と 認 め る と き は ， 交 付 対

象 者 に 報 告 を 求 め ， 必 要 と 認 め る と き は 本 要 綱 の 規 定 に

従 っ て 対 象 事 業 を 遂 行 す る よ う 命 じ る こ と が で き る 。  

 

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ７ 条  市 長 は ， 交 付 対 象 者 が 補 助 金 を 他 の 用 途 に 流 用

し 又 は こ の 要 綱 ， 補 助 金 の 交 付 決 定 の 内 容 ， こ れ に 付 し

た 条 件 そ の 他 関 係 法 令 等 若 し く は こ れ に 基 づ く 市 長 の 命

令 に 違 反 し た と き は ， 前 条 の 手 続 中 で あ っ て も 当 該 補 助

金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 消 す こ と が で き る 。  

２  前 項 の ほ か 、 市 長 は 、 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た 場 合 に

お い て 、 そ の 後 の 事 情 の 変 更 に よ り 特 別 の 必 要 が 生 じ た

と き は 、 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す

こ と が で き る 。  



 

 

３  市 長 は 、 前 ２ 項 の 規 定 に よ る 取 消 し を 決 定 し た と き は 、

千 里 中 央 地 区 再 整 備 事 業 補 助 金 交 付 決 定 取 消 通 知 書 に よ

り 当 該 交 付 対 象 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ ８ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ り 交 付 決 定 を 取 り 消 し

た と き は ， 当 該 取 消 し に 係 る 部 分 に 関 し 既 に 補 助 金 が 交

付 さ れ て い る 場 合 は ， 当 該 交 付 対 象 者 に 対 し 期 間 を 定 め

て 補 助 金 の 返 還 を 命 じ る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て ， 市 が 損 害 を 被 っ た 場 合 は ， 市 長

は ， 交 付 対 象 者 に 損 害 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

 

（ 他 事 業 と の 併 用 ）  

第 １ ９ 条  交 付 対 象 者 は ， 他 の 公 的 融 資 又 は 補 助 を あ わ せ

て 受 け よ う と す る と き は ， 事 前 に 市 長 と 十 分 協 議 を 行 い ，

そ の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 関 係 法 令 等 の 遵 守 ）  

第 ２ ０ 条  交 付 対 象 者 は ， 関 係 す る 法 令 等 を 遵 守 す る と と

も に ， 当 該 敷 地 内 で 公 共 事 業 が 実 施 又 は 予 定 さ れ て い る

場 合 は ， そ の 所 管 部 署 と 十 分 協 議 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 補 助 金 対 象 事 業 者 の 責 務 ）  

第 ２ １ 条  交 付 対 象 者 は ， 建 築 物 及 び そ の 敷 地 （ 公 共 的 通

路 等 ， 都 市 計 画 施 設 用 地 を 含 む 。 ） が 適 正 に 維 持 管 理 さ

れ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

２  交 付 対 象 者 は ， 建 築 物 及 び そ の 敷 地 の 所 有 権 等 が 移 転

さ れ る 場 合 に ， 前 項 の 趣 旨 が 継 承 さ れ る よ う 努 め な け れ

ば な ら な い 。  

 

（ 書 類 の 様 式 ）  

第 ２ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る 書 類 の 様 式 は ， 市 長 が 別 に 定

め る 。  

２  申 込 者 及 び 交 付 対 象 者 は ， 前 項 の 書 類 に 市 長 が 指 示 す

る 図 面 等 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  



 

 

（ 施 行 の 細 目 ）  

第 ２ ３ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 要 綱 の 施 行 に 関

し 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   

 附  則  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 8年 1月 3 0日 か ら 施 行 す る 。  


